
  

 

 
 

 

 

 

 

森林環境部建設工事積算基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１１月１日 

山 梨 県 森 林 環 境 部 



  

この基準は、山梨県森林環境部が発注する森林整備保全事業（治山関係事業及び林道関

係事業をいう。）を請負施工に付する場合における工事費の積算に適用する。 

ただし、これによることが著しく不適当または困難であると認められる場合は適用除外

とすることができる。 

  

第 1 適用事業 

１ 森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 41 条に定める保安施設事業 

２ 森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 193 条に定める地域森林計画に定める林道 

  の開設又は拡張についての事業 

３ 地すべり等防止法（昭和 33 年法律第 30 号）に定める地すべり防止事業 

４ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和 26 年法律第 97 号）第３条に定め 

る林地荒廃防止施設及び地すべり防止施設に係る災害復旧事業 

５ 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和 25 年法律 

第 169 号）第２条に定める林地荒廃防止施設及び林道施設に係る災害復旧事業 

６ 林地荒廃防止施設災害関連事業実施要綱（昭和43年 11月５日付け43林野治第854 

号）に定める林地荒廃防止施設災害関連事業 

７ 林地崩壊防止事業実施要綱（昭和 41 年 11 月 10 日付け 41 林野治第 1858 号）に定 

める林地崩壊防止事業 

８ 災害関連山地災害危険地区対策事業実施要領（昭和 63 年４月７日付け 63 林野治 

第 950 号）に定める災害関連山地災害危険地区対策事業 

９ 林道災害復旧事業費及び林道災害関連事業費査定要領（昭和 40 年 10 月５日付け 

林野道第 639 号）に定める林道施設災害関連事業 

10 災害関連山村環境施設復旧事業実施要領（平成９年４月１日付け林野基第 86 号） 

に定める災害関連山村環境施設対策復旧事業 

 

上記１，３，４，５（５のうち林地荒廃防止施設），６，７，８に係る事業を以下「治

山関係事業」、２，５（５のうち林道施設），９，10 に係る事業を以下「林道関係事業」

という。 

 

第２ 設計書の構成、積算書の内容、事業費の積算基準 

以下の要領等に基づくものとする。 

１．森林整備保全事業設計積算要領の制定について 

（平成 12 年 3 月 31 日付け 12 林野計第 138 号林野庁長官通知） 

最終改正版：令和７年１１月１日時点での最新版 

２．森林整備保全事業設計積算要領等の細部取扱い 

（平成 11 年 7 月 1 日付け 11-13 林野庁指導部長通知） 

最終改正版：令和７年１１月１日時点での最新版 

３．森林整備保全事業の請負工事費算定における見積りの活用による積算の試行につ

いて 

（令和 3 年 2 月 5 日付け 2 林野計第 589 号 林野庁森林整備部計画課長通知） 

最終改正版：令和７年１１月１日時点での最新版  



  

第３ 標準歩掛 

森林環境部建設工事標準歩掛については、森林整備保全事業標準歩掛及び森林整備保

全事業標準歩掛の留意事項（平成 11 年４月１日付け 11 林野計第 133 号 林野庁長官通

知）を準用することとする。 

最終改正版：令和７年１１月１日時点での最新版   

 

第４ 施工パッケージ型積算方式 

 施工パッケージ型積算方式については、森林整備保全事業における施工パッケージ型

積算方式の試行の実施について（平成 28 年３月 31 日付け 27 林整計 351 号 林野庁長官

通知）を準用することとする。 

最終改正版：令和７年１１月１日時点での最新版   

 

第５ 建設機械経費積算要領 

森林環境部建設工事建設機械経費積算要領については、森林整備保全事業建設機械経

費積算要領（平成 11 年４月１日付け 11 林野計第 134 号 林野庁長官通知）を準用する

こととする。 

最終改正版：令和７年１１月１日時点での最新版  

 

第６ 建設機械等賃料積算基準 

森林環境部建設工事建設機械賃料積算基準については、森林整備保全事業建設機械等

賃料積算基準（平成 11 年４月１日付け 11 林野計第 135 号 林野庁長官通知） を準用

することとする。 

最終改正版： 令和７年１１月１日時点での最新版 

 

第７ 仮設材損料算定基準 

森林環境部建設工事仮設材損料算定基準については、森林整備保全事業に係る仮設材

損料算定基準（平成 11 年４月１日付け 11 林野計第 136 号 林野庁長官通知）を準用す

ることとする。 

最終改正版： 令和７年１１月１日時点での最新版 

 

第８ 仮設材賃料算定基準 

森林環境部建設工事仮設材賃料算定基準については、森林整備保全事業に係る仮設材

賃料積算基準（平成 11 年４月１日付け 11 林野計第 137 号 林野庁長官通知） を準用

することとする。 

最終改正版： 令和７年１１月１日時点での最新版 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

附則 

○平成１３年 ９月制定 

○平成２２年１０月 1 日改正 

○平成２９年１０月 1 日改正 

〇令和 元年１０月 1 日改正 

〇令和 ２年１０月 1 日改正 

〇令和 ３年 ７月 1 日改正 

〇令和 ３年１０月 1 日改正 

〇令和 ４年１０月 1 日改正 

○令和 ７年 ４月 1 日改正 

○令和 ７年１１月 1 日改正 


